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令和７年神審第２８号 

裁    決 

モーターボートＡ養殖施設損傷事件 

 

受  審  人  ａ 

職  名 Ａ船長 

操縦免許 小型船舶操縦士 

  補  佐  人  １人 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官和田智生出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 

理    由 

（海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和６年７月２８日２０時３１分 

 京都府舞鶴港第３区 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 モーターボートＡ 

  総 ト ン 数 ７.９トン 

  登 録 長 １１.１２メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 
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   出   力 ３３０キロワット 

３ 事実の経過 

  Ａは、船体ほぼ中央に操舵室、その上方にフライングブリッジを有

する最大とう載人員が旅客１１人及び船員１人のＦＲＰ製プレジャー

モーターボートで、同ブリッジの右舷側に舵輪及び計器盤を組み込ん

だ一体型の操舵スタンドを、同スタンドの左側にＧＰＳプロッター及

びレーダー各画面を表示するディスプレイを、同右側に機関遠隔操縦

装置をそれぞれ装備し、ａ受審人が１人で乗り組み、旅客最大とう載

人員を超える知人１２人を乗せ、全員が救命胴衣を着用し、花火見物

の目的で、船首０.８０メートル船尾１.０５メートルの喫水をもって、

令和６年７月２８日１８時００分舞鶴港第３区所在のマリーナ（以下

「マリーナ」という。）を発し、同区東部の海域に向かった。 

ａ受審人は、１８時１０分目的の海域に到着し、錨泊して花火見物

を行い、２０時２０分帰途に就いた。 

ところで、マリーナ北東方沖合には、舞鶴港烏島北東方灯標（以下

「烏島灯標」という。）から２１０度（真方位、以下同じ。）   

１,１２０メートル、２１７.５度１,２９０メートル、２１８度  

１,４２０メートル、２２３.５度１,３７０メートル、２２３度  

１,２４０メートル、２１６度１,０３０メートルの各地点を順次結ぶ

線で囲まれた範囲に、令和６年１月１日から令和１０年１２月３１日

までの期間、京都府知事から受けた第１種区画漁業免許に基づく免許

番号京区第１４号と称する漁場区域（以下「１４号区域」という。）

が設定され、二枚貝垂下式養殖施設（以下「養殖施設」という。）が

敷設されていた。 

また、ａ受審人は、舞鶴港内を航行した経験を有していたことから、

１４号区域内に養殖施設が敷設されていることを承知しており、Ａの
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ＧＰＳプロッターには同区域が表示されていた。 

ａ受審人は、ＧＰＳプロッター及びレーダーを作動させ、フライン

グブリッジの舵輪後方の操縦席に腰掛けた姿勢で操船に当たり、２０

時２９分少し前烏島灯標から１６１度６７０メートルの地点で、針路

を２７１度に定め、１５.０ノットの速力（対地速力、以下同じ。）

で、手動操舵によって進行した。 

ａ受審人は、蛇島南方沖合に至り、左舷前方にマリーナの投光器の

明かりを視認し、２０時３０分半少し前烏島灯標から２１９度８００

メートルの地点に達したとき、マリーナに向かうこととし、左回頭を

開始した。 

左回頭を開始したとき、ａ受審人は、１４号区域まで３１０メート

ルとなり、その後同区域に向かって接近する状況であったが、舞鶴港

内を幾度も航行したことがあり、灯台や灯浮標の灯火等を見れば向か

う方向が分かるので、目視で無難に航行できるものと思い、ＧＰＳプ

ロッターで同区域との相対位置関係を把握するなど、船位の確認を十

分に行わなかったので、この状況に気付かなかった。 

こうして、ａ受審人は、１４号区域に向かって続航し、２０時３１

分烏島灯標から２１７.５度１,１１０メートルの地点において、Ａは、

船首が２０３度を向いたとき、原速力で、同区域に敷設された養殖施

設に乗り入れた。 

当時、天候は晴れで風はほとんどなく、潮候はほぼ高潮時にあたり、

視界は良好であった。 

その結果、船底外板等に擦過傷を、養殖施設は筏に破損等をそれぞ

れ生じた。 

 

（原因及び受審人の行為） 
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 本件養殖施設損傷は、夜間、舞鶴港第３区において、マリーナに向け

て帰航する際、船位の確認が不十分で、１４号区域に向かって進行した

ことによって発生したものである。 

 ａ受審人は、夜間、舞鶴港第３区において、マリーナに向けて帰航す

る場合、１４号区域に向かって接近することのないよう、ＧＰＳプロッ

ターで同区域との相対位置関係を把握するなど、船位の確認を十分に行

うべき注意義務があった。しかるに、同人は、舞鶴港内を幾度も航行し

たことがあり、灯台や灯浮標の灯火等を見れば向かう方向が分かるので、

目視で無難に航行できるものと思い、船位の確認を十分に行わなかった

職務上の過失により、１４号区域に向かって接近する状況に気付かない

まま進行し、同区域に進入して養殖施設に乗り入れる事態を招き、船体

及び同施設にそれぞれ損傷を生じさせるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和８年２月２５日 

     神戸地方海難審判所 

          審 判 官  阪  本  義  治 


